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令和７年１２月１８日 

経済産業部商業課  

 

せたがや Pay による物価高騰対策の更なる追加について 

 

１ 主旨 

今般、令和 7 年 11 月 21 日に閣議決定された「『強い経済』を実現する総合経済対策」

において、足元の物価高への対応として、地域の実情に合わせて必要な支援をきめ細やか

に実施できるよう「重点支援地方交付金」の更なる十分な追加を行なう旨が盛り込まれ、

その裏付けとなる令和 7 年度補正予算も国会の議決を経て承認されたところである。 

本経済対策の速やかな執行により、物価高に苦しむ生活者・事業者に対し、十分な規模

の支援策を一刻も早く提供する主旨から、せたがや Pay による「物価高騰対策」を更に追

加実施し、生活者支援、区内経済活性化を後押しする。 

 

２ 内容 

 令和７年度当初予算及び 4 次補正予算を裏付けに、令和 8 年 2 月から 3 月に実施する

予定の物価高騰対策（最大 10％ポイント還元事業）について、国から充当される重点支

援地方交付金も併せて活用することで、ポイント還元率を最大 15％へ引き上げ、事業開

始日を令和 8 年 1 月 21 日に前倒しして実施する。 

さらに、令和 8 年 4 月には最大 10％のポイント還元事業を追加実施し、せたがや Pay

による物価高騰対策の規模を更に拡充する。 

 

（１）スキーム（案） 

① 最大 15％ポイント還元事業 

イ) ポイント還元率 

店舗区分 還元率 

中小個店 15％ 

準大型店（コンビニ等） 10％ 

大型店 0％ 

ロ) 還 元 上 限 額 /月 

 還元上限額/月 

1 人あたりの還元上限額/月 10,000 ポイント 

※還元サイクルは月 3 回。毎月 1～10 日、11 日～20 日、21 日～末日をポイント

算定期間とし、各〆日（10 日、20 日、末日)から 5 営業日後に、アプリへポイント

を付与する。 
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ハ) 事 業 実 施 期 間 令和８年 1 月 21 日（水）～3 月 31 日（火） 

※予算上限に達し次第終了 

ニ) ポイント有効期限 付与日から 6 か月後の末日 

 

② 最大 10％ポイント還元事業 

イ) ポイント還元率 

店舗区分 還元率 

中小個店 10％ 

準大型店（コンビニ等） 5％ 

大型店 0％ 

ロ) 還 元 上 限 額 /月 

 還元上限額/月 

1 人あたりの還元上限額/月 10,000 ポイント 

※還元サイクルは月 3 回。毎月 1～10 日、11 日～20 日、21 日～末日をポイント

算定期間とし、各〆日（10 日、20 日、末日)から 5 営業日後に、アプリへポイント

を付与する。 

ハ) 事 業 実 施 期 間 令和８年 4 月 1 日（水）～4 月 30 日（木） 

※予算上限に達し次第終了 

ニ) ポイント有効期限 付与日から 6 か月後の末日 

 

（参考）各月の還元上限額 

対象月 最大還元率 還元上限額 

令和８年１月 1 日～20 日 最大 3％ 1,000 ポイント 

21 日～31 日 

最大 15％ 

10,000 ポイント 

令和８年２月 10,000 ポイント 

令和 8 年３月 10,000 ポイント 

令和 8 年 4 月 最大 10％ 10,000 ポイント 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１/２１～３１

月間還元上限額
10,000pt

４/１～３０

最大3％
期間中還元上限

1,000pt

1/１～２０

期間中
還元上限額
10,000pt

２/１～２８

月間還元上限額
10,000pt

３/１～３１

月間還元上限額
10,000pt

最大15％還元
（中小15％、準大型10％、大型0％）

最大10％還元
（中小10％、準大型5％、大型0％）

「せたがやPay」による物価高騰対策の更なる追加（令和8年1月21日～4月30日）
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（２）事業イメージ図 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

物価高騰対策を更に追加・拡充（5次補正予算を措置）

3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 2月 3月 4月令和8年1月

最大3％（中小3％、準大型2％、大型0％）
月1,000pt

最大15％
（中小1５％、
準大型１０％、

大型０％）

月10,000pt

令和8年1月21日
～3月31日まで

最大２０％
（中小2０％、準大型

10％、大型０％）

月10,000pt

最大15％
（中小１５％、
準大型10％、

大型０％）

月10,000pt

最大10％
（中小1０％、準大

型5％、大型０％）

月10,000pt
最大3％

月1,000pt

最大10％
（中小1０％、準大

型5％、大型０％）

月10,000pt

区内経済循環推進施策（6カ月＋20日間） ＋ 物価高騰対策（４カ月＋11日間）物価高騰対策
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３ 所要経費 

令和７年度 5 次補正予算額（案） 

合計 599,804 千円（特定財源：重点支援地方交付金 479,752 千円） 

 ※世田谷区商店街振興組合連合会への補助 

《内訳》 

① 事業費（ポイント原資 補助率 10/10） 569,361 千円 

（算定根拠） 

全体の事業費 

「物価高騰対策」の更なる追加実施における 

ポイント原資 

（令和 8 年 1 月～3 月：最大 15％ポイント還元） 

759,595 千円 

「物価高騰対策」の更なる追加実施における 

ポイント原資 

（令和 8 年 4 月：最大 10％ポイント還元分） 

176,135 千円 

執行予定額の

活用 

令和８年 1 月～3 月末までに予定していた 

ポイント還元事業の原資を充当 

（令和 7 年度当初予算、4 次補正予算） 

△366,369 千円 

合計  569,361 千円 

② 事務費（事業実施に係る事務費 補助率 3/4）  30,443 千円 

（主な経費）・チ ャ ー ジ 手 数 料  24,051 千円 

・シ ス テ ム 運 営 経 費  1,788 千円 

・コールセンター強化経費  825 千円 

 

４ スケジュール（予定） 

令和 8 年 1 月 20 日  最大 3％ポイント還元（月上限 1,000 ポイント）終了 

令和 8 年 1 月 21 日  最大 15％ポイント還元（月上限 10,000 ポイント）開始 

（令和 8 年 1 月 21 日～３月 31 日まで） 

令和８年４月１日  最大 10％ポイント還元（月上限 10,000 ポイント）開始 

（令和 8 年 4 月 1 日～4 月 30 日まで） 
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